市発注工事の受注業者の皆様へ

下請負人選定通知書及び施工体制台帳等の提出について

　千歳市発注の公共工事を受注した元請負業者の皆様は、工事の一部を下請負に付する場合には、建設工事の

適正な施工を確保するため、「千歳市建設工事における元請・下請適正化指導要綱」に基づき、下記のとおり
書類を作成して提出してください。

記
1． 下請負人選定通知書関係書類の提出について

　　　工事の一部を下請負に付する場合で下請負代金の総額が３，０００万円（建築一式工事は、

４，５００万円）未満のときは、次の書類の提出をお願いします。

	　処理の時期
	元請負人に対する義務付け措置等の概要
	要綱の根拠

	工事着工時及び施工中に処理すること
	① 下請負人選定通知書（様式施工３）を１次、２次以下に分けて提出してください。
② 建退共掛金収納書届を提出してください。
	①第6条第4項

②第12条第1号

	
	③ 施工体系図（様式施工３－２）を監督員へ提出し、変更時は速やかに監督員に再提出してください。（施工様式３－１の写しでも可。）
④ すべての下請負契約書の写しを監督員へ提出してください。
⑤ 再下請通知書（様式施工２）の写しも併せて提出してください。

	③第6条第4項
④第6条第4項

⑤第6条第4項

	 工事完成時に処理すること
	⑥ 建退共証紙貼付実績書（様式施工４）を下請負人分も取りまとめの上、工事完成届と併せて監督員へ提出してください。
	⑥第12条第2号及び同条第4号


　　　

2． 施工体制台帳関係書類の提出について

　　　工事の一部を下請負に付する場合で下請負代金の総額が３，０００万円（建築一式工事は、

　　４，５００万円）以上のときは、次の書類の提出をお願いします。

	　処理の時期
	元請負人に対する義務付け措置等の概要
	要綱の根拠

	工事着工時及び施工中に処理すること
	① 下請負人選定通知書（様式施工３）を１次、２次以下に分けて提出してください。
② 建退共掛金収納書届を提出してください。
	①第6条第1項

②第12条第1号

	
	③ 施工体制台帳（様式施工１－１、１－２）を作成し工事現場ごとに備え置き、台帳の写しを監督員へ提出してください。（様式施工１－２は再下請通知書（様式施工２）の写しでも可。）

④ すべての下請負契約書の写しを監督員へ提出してください。

⑤ 下請負契約を締結した下請負人に対し再下請通知（様式施工２）を元請負人に提出するよう指導してください。

⑥ 施工体系図（様式施工３－１）を、工事関係者及び公衆が見やすい場所へ掲示してください。

⑦ 施工体系図（様式施工３－１）の写しを監督員へ提出し、変更時は速やかに監督員へ再提出してください。（様式施工３－２でも可。）

	③第6条第1項

④第6条第1項
⑤第6条第2項

⑥第6条第3項
⑦第6条第3項


	 工事完成時に処理すること
	⑧ 建退共証紙貼付実績書（様式施工４）を下請負人分も取りまとめの上、工事完成届と併せて監督員へ提出してください。
	⑧第12条第2号及び同条第4号
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